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平和学習 進めます 
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えがお いっぱい 39号 

 6月 23日。全国的な休日ではありま

せんが，県が制定した沖縄県だけの休

日です。なぜ休日なのでしょうか・・。 

 それは沖縄戦が終結した日が 23 日

と考えられているからです。慰霊の日

と言われ，式典が開催されます。 

77 年前，3 カ月間日本とアメリカの間

で繰り広げられた戦闘は 20 万人と言

われる戦死者をだしました。そのことを

忘れてはいけないと「慰霊の日」があり

ます。 

 武力で相手を支配する戦争は，恒久

平和を願う日本とは真逆にあります。

平和と日本国憲法についても，子ども

たちに伝えていかねばならないことと

感じています。 

 ぜひ平和についてご家庭でもお話し

ください。 
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77年間日本

では戦争があ

っていません。

また他国を武

力で攻める等

していません。

世界に誇れる

日本国憲法と

感じています。 


